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第１部 生徒指導と基本的な進め方
第３章 チーム学校による生徒指導体制 夏休みもすぐに終

わってしまった。
⽬標50%達成。



3.1.1 チーム学校とは
①新しい時代に求められる資質・能⼒を育む教育課程の実現をするための
体制整備 ⇨社会に開かれた教育課程
②児童⽣徒の抱える複雑化・多様化した問題や課題を解決するための体制
整備 ⇨地域の「思いやりのある⼤⼈」との連携と協働
③⼦どもと向き合う時間の確保等（業務の適正化）のための体制整備
⇨地域に存在する協⼒者との連携・協働
※児童⽣徒の「全⼈格的」な成⻑・発達を⽬指す「⽇本型教育」を維持し
つつ、「働き⽅改⾰」の実現

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.68-70

3.1 チーム学校における学校組織
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第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.68-70

3.1 チーム学校における学校組織
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どう思いますか？



3.1.2 チーム学校として機能する学校組織
①共通基盤は教員の教育に関する専⾨性＋教員独⾃の得意分野＋⼼理や福祉等の
専⾨スタッフ
②校⻑のリーダーシップ⇨副校⻑の配置や教頭の複数配置、事務⻑の配置
③⼈材育成の充実や業務改善の取り組み⇨校務分掌や校内委員会の持ち⽅、業務
の内容や進め⽅の⾒直し、教員のメンタルヘルス対策
④同僚性⇨相談できる雰囲気
※知識や経験、価値観や仕事の⽂化の違う者同⼠が関係性を築いていくのは簡単
ではない。⇨“理解と共感”（by嫁）
具体的に：⼀⼈で抱え込まない、どんなことでも問題を全体に投げかける、管理
職を中⼼にミドルリーダーが機能するネットワークづくり、同僚間でも継続的な
振り返りを⼤切にする。

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.70-72

3.1 チーム学校における学校組織
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有意義な話をしようとするのではなく、どうでもいい世間話
が同僚性に繋がるよね。業務員さんが気さく！



3.2.1 ⽣徒指導部と⽣徒指導主事の役割
・⽣徒指導を組織的、体系的な取り組み
として進めるための中核的な組織
・⽣徒指導主事＋各学年の⽣徒指導担当
＋教育相談コーディネーター＋養護教諭
（＋SC＋SSW＋管理職）→図
・⼀⼈⼀⼈の児童⽣徒に対して⼀貫性の
ある⽣徒指導を⾏うことのできる学校体
制をつくる。

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.72-73

3.2 生徒指導体制
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3.2.1 ⽣徒指導部と⽣徒指導主事の役割
→⽣徒指導全般にわたる業務の企画・⽴案・処理
①学校における⽣徒指導を組織的・計画的に運営する責任者
②教職員への指導助⾔
③保護者、関係機関などへの働きかけ
求められる資質
・⽣徒指導の意義や課題の理解 ・学校教育全般を⾒通す視野
・全教職員の意識を⾼める指導性 ・学校地域の実態把握
・創意⼯夫に基づく指導助⾔

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.74-75

3.2 生徒指導体制
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各学校では、どのように⽣徒指導
情報を報告し合っていますか？



3.2.2 学年・校務分掌を横断する⽣徒指導体制
(1) ⽣徒指導の⽅針・基準に⼀貫性を持たせ、具体化する。→⽣徒指導マニュアル
⽅針・基準だけ硬直化して運⽤される場合→児童⽣徒の成⻑発達にマイナス
(2) 学校教育⽬標の共通理解と粘り強い組織的な指導・援助
→教職員と児童⽣徒、教職員と保護者、教職員同⼠の信頼関係が不可⽋
(3) アンケートによる不断の⾒直しと適切な評価・改善
児童⽣徒→所属意識、安全・安⼼感、教職員との関係性、同級⽣や先輩後輩との
⼈間関係、いじめの被害や加害
保護者→学校環境や地域とのつながり

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.75-77

3.2 生徒指導体制
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豊⽥中は、朝読書の時間は、
移動なし、静かに読書の徹底

職員会議資料は前年度とほぼ変
わらないような…



3.2.3 ⽣徒指導のための教職員の研修
(1) 校内における研修
⽬的：教育理念や教育⽅法、⽣徒指導の⽅針・基準などについての共通理解を図
り、⽇常的な指導のための共通基盤の形成
(2) 校外における研修
初任者研修、中堅教諭資質向上研修、⽣徒指導主事などの研修、⾃主的な研修
(3) ⽣徒指導に関する研修の⽅向性
×問題の原因を児童⽣徒本⼈や家庭のみにあると決めつける
・個⼈の職能開発＋学校が継続的に取り組みを振り返り、組織改善

＝学習する組織

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.77-79

3.2 生徒指導体制
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突然の指名は禁⽌！



3.2.4 ⽣徒指導の年間計画
・指導援助する「時期」と「内容」を明確に記す
・教育課程（教育⽬標？）との関わりを具体的に明らかにしていく
・教職員研修の機会を組み込む

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.79-80

3.2 生徒指導体制
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3.3.1 教育相談の基本的な考え⽅と活動の体制
⽣徒指導：集団や社会 ー 教育相談：個⼈ として求められる資質能⼒の伸⻑
(1) ⽣徒指導部会、教育相談部会、スクリーニング会議、ケース会議など
①機動的に⽀援を実施する ②児童⽣徒理解や⽀援⽅針について共通理解を図る
(2) 地域と協⼒して校外のネットワークを活かしたチーム⽀援
・SC、SSW、医師、警官など
・中⼼となる教育相談コーディネーターは⾃由に動ける体制を整えておく
・守秘義務を守ること

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.80-82

3.3 教育相談体制
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3.3.2 教育相談活動の全校的展開
(1) 発達指⽰的教育相談
例）個別⾯談、グループ⾯談、通常の教育活動を発達指⽰的教育相談の視点を意
識しながら実践
(2) 課題予防的教育相談：課題未然防⽌教育
例）未然防⽌を⽬的とした教育相談、問題の兆候が⾒られる場合の教育相談
(3) 課題予防的教育相談：課題早期発⾒対応
・早期発⾒の⽅法→丁寧な関わりと観察、⾯接、作品、質問紙調査
・成績、反抗的、遅刻・早退、友達が変わる、顔⾊、表情、頭痛、下痢など
・早期対応の⽅法→スクリーニング会議（リスクの⾼い児童⽣徒に必要な⽀援体
制を整備する）、個別の⽀援計画、グループ⾯談（同じ悩みを持つ⽣徒）

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.82-85

3.3 教育相談体制
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3.3.2 教育相談活動の全校的展開
(4) 困難課題対応的教育相談
→ケース会議
※学級担任が指導⼒不⾜であると責任を感じ追い込まれる場合も⾒られるので、
担任への⽀援も必要

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.82-85

3.3 教育相談体制
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これはある。



3.3.3 教育相談のための教職員の研修
⽬的：教育相談体制を⼗分に機能させること。
内容：カウンセリング技法、発達障害・医療・福祉・発達・司法の基礎的知識、

学級経営に活かせる理論や技法など
・知識や技法の習得には⼀定時間の研修が必要
・演習やロールプレイを取り⼊れる

3.3.4 教育相談活動の年間計画
・発達指⽰的教育相談と課題未然防⽌教育は年間計画に位置付けよう。

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.86-88

3.3 教育相談体制
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夏休み期間中に研修をしますね。

主に、三者⾯談や⼆者⾯談のことですね。



3.4.1 ⽣徒指導と教育相談
教育相談は、話を聞くばかりで⼦供を⽢やかしている。
⽣徒指導は、きまりを押し付けるばかりで、⼦供の⼼を無視している。
→悩みや問題を抱えた児童⽣徒を⽀援する働きかけ＝⾃⼰決定を⽀える。

・すぐに暴⼒を振るう⽣徒への指導
×⼀⽅的な働きかけ
○どうして暴⼒に訴えるのかを「理解」する

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.88-89

3.4 生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援
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3.4.2 ⽣徒指導と教育相談が⼀体となったチーム⽀援の実際
(1) 困難課題対応的⽣徒指導及び課題早期発⾒対応におけるチーム⽀援
①ケース会議の実施
②⻑期⽬標と短期⽬標
③連携→
④継続
と情報共有
と記録保持
⑤総括的
評価

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.89-93

3.4 生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援
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3.4.2 ⽣徒指導と教育相談が⼀体となったチーム⽀援の実際
(2) 発達指⽰的⽣徒指導及び課題未然防⽌教育におけるチーム⽀援
①管理職のリーダーシップの下
全校体制で取り組む
②個⼈でなく、組織で取り組む
③学校の強みと弱みを洗い出し
実現可能な取組の⽅向性を探る
④時間的な展望を持つ
⑤ PDCA

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.93-96

3.4 生徒指導と教育相談が一体となったチーム支援
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⽣徒指導でPDCAを回すイメージをいまい
ち持てない。特に変化が⾒えづらい。



3.5.1 学校危機とは
・事件、事故、災害などによって、通常の課題解決⽅法では解決困難な事態
学校：けんか、いじめ、窃盗、怪我、⽕災、⾷中毒
個⼈：虐待、家族の死亡、貧困問題 ←学校管理下ではないが、配慮が必要
地域：⾃然災害

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.96-97

3.5 危機管理体制
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3.5.2 学校危機への対応
(1) リスクマネジメント
・事件事故の未然防⽌、災害の影響を回避緩和するための取り組み
・危機管理マニュアルの整備、危機対応の実践的研究、
⽇常の観察や未然防⽌教育などの実施

(2) クライシスマネジメント
・事件、事故、災害などの影響による、学校運営と⼼のケアに関する迅速かつ適
切な対応
・初期段階の対応と早期の介⼊、中・⻑期の⽀援（１週間〜）
再発防⽌への取り組み

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.97-100

3.5 危機管理体制
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マニュアルってありますか？



3.6.1 校則の運⽤・⾒直し
(1) 校則の意義・位置付け
・児童⽣徒が遵守すべき学習上、⽣活上の規律
・少数派の意⾒も尊重しつつ、児童⽣徒個⼈の能⼒や⾃主性を伸ばすもの
(2) 校則の運⽤
・児童⽣徒が⾃分ごととしてその意味を理解して⾃主的に校則を守るようにしてどうし
ていく→校則に違反した場合は即指導×、内省を促す○
(3) 校則の⾒直し
・校則を制定してから⼀定の期間が経過、学校や地域の状況、社会の変化などを踏まえ
て、その意義を適切に説明できない校則→教育⽬標に照らして不適切→⾒直し
例）⽣徒会やPTA、学校評議会で⾒直し、教育委員会が実態調査を実施
(4) 児童⽣徒の参画：⾃⾝がその根拠や影響を考え⾝近な課題を⾃ら解決する

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.101-103

3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制
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⼥⼦もズボンOK
制服⾒直し



3.6.2 懲戒と体罰、不適切な指導
・児童⽣徒に教育上必要 → 叱責、処罰
・児童⽣徒の特性や⼼情に寄り添う、⾔い分を聞く、事実関係の確認、保護者の
理解と協⼒
・懲戒＝叱責、起⽴、居残り、宿題や清掃登板の割り当て訓告、退学、停学
※法令上の規定はない。
・適切に懲戒を⾏い、粘り強く指導！
・体罰＝⾝体への侵害や⾁体的苦痛、ただし正当防衛は体罰ではない。
・体罰を⽬撃した場合は、速やかに事実関係の確認、管理職や教育委員会に報告

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.103-104

3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制
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3.6.2 懲戒と体罰、不適切な指導

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.105-106

3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制
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・いたずらに注意や過度
な叱責を繰り返す。

・指導を⾏った後は、⼀
⼈にせず、⼼⾝の状況を
観察、フォローする。

不適切な指導
→不登校、⾃殺



3.6.3 出席停⽌制度の趣旨と運⽤
(1) 出席停⽌の要件：他の児童に障害、⼼⾝の苦痛⼜は財産上の損失を与える⾏
為」「職員に障害⼜は⼼⾝の苦痛を与える⾏為」「施設⼜は設備を破損する⾏
為」「授業その他の教育活動の実施を妨げる⾏為」

(2) 出席停⽌の事前⼿続と適⽤：あらかじめ保護者の意⾒を聴取するとともに、理
由及び期間を記載した⽂書を交付しなければならない。

(3) 出席停⽌の措置の適⽤：校⻑⽴会いのもと、出席停⽌の⽂書の交付
(4) 出席停⽌の期間中及び事後の対応：学習に対する⽀援その他の教育上必要な措
置を講ずる。
事後→関係する児童⽣徒への⼼のケア、当該⽣徒への指導・援助

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.106-107

3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制
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3.7.1 連携・協働の場としての学校の意義と役割
・学校は、さまざまな不公平や格差の是正・解消のための重要な意義と役割
→学校を、他職種・他機関との連携・協働の場とする。

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.107-108

3.7 学校・家庭・関係機関等との連携・協働
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3.7.2 学校と家庭・地域との連携・協働
(1) 学校と家庭
・⽗⺟その他の保護者は、この教育について第⼀義的責任を有するものであっ
て、⽣活のために必要な習慣を⾝につけさせるとともに、⾃⽴⼼を育成し、⼼⾝
の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする（教育基本法第10条）。
・保護者との関係づくり：学級・学年・学校だより、保護者会、PTA、三者⾯談、
学校⾏事、その他、躊躇せず電話
・ひとり親家庭で保護者の⽀援が必要→SSWとの連携
(2) 学校と地域
・コミュニティースクール（学校運営協議会制度）＝学校を核とした地域づくり

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.108-110

3.7 学校・家庭・関係機関等との連携・協働
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3.7.3 学校と関係機関との連携・協働
(1) 学校と教育委員会
・校⻑は⾃らのリーダーシップの下で、⽣徒指導上の諸課題が発⽣した場合等に、
教育委員会の⽣徒指導担当の指導主事と連絡を取り合い、それらの問題・諸課題
の解決にあたる。
・教育⽀援センター（適応指導教室）との連携による、社会的⾃⽴に向け、学校
⽣活への復帰も視野に⼊れた⽀援を⾏う。
・法務相談体制＝弁護⼠を置く
(2) 学校と警察・司法
・スクールサポーター（警察官OB）、学校警察連絡協議会、歩道連絡会
・法務少年⽀援センター：児童⽣徒の⼼理や性格⾯のアセスメント等
・保護司、更⽣保護サポートセンター、家庭裁判所、少年院、児童⾃⽴⽀援施設、
児童養護施設

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.110-115

3.7 学校・家庭・関係機関等との連携・協働
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3.7.3 学校と関係機関との連携・協働
(3) 学校と福祉
・経済的な困窮や虐待などの福祉的な⽀援→児童相談所
・要保護児童対策地域協議会：関係機関間で⼦どもとその保護者に関する情報交
換や⽀援内容の協議を⾏う場
(4) 学校と医療・保健
・「発達障害ナビポータル」で発達障害を有する者とその家族を⽀えるため、ま
た、関係機関同⼠の連携強化のための情報発信をおこなあっている。
・保健センターより、がん教育や性に関する指導の充実
(5) 学校のNPO法⼈
・フリースクールの運営、「⼦ども・若者⽀援地域協議会」のコーディネーター

第３章 チーム学校による生徒指導体制 p.115-118

3.7 学校・家庭・関係機関等との連携・協働
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